
仕 様 書 
 

１ 委託名   千葉市文化センター無線ＬＡＮ環境整備業務委託 

 

２ 履行場所  千葉市中央区中央２丁目５番１号 

 

３ 履行期間  契約締結日から令和５年３月３１日まで 

 

４ 業務の目的 

千葉市文化センターのアートホール、５階セミナー室、９階会議室Ⅰ～Ⅴで無線ＬＡＮ環境の使用が可

能な環境を整備するために、文化センター館内に配線及び無線アクセスポイント（以下ＡＰ）を設置す

る。 

 

５ 業務内容 

光配線、施設内ケーブル（ＬＡＮ等）配線、ＡＰの設置。詳細は別紙図面を参照。 

以下の表は別紙図面の作業を参考に記載した例であるため、使用するもの及び数量はこの限りではない。 

施設の環境に最も適したもので、通信速度や安全性が高いもの及び数量を採用すること。 

設置にあたっては安全性や設備環境等の制限を考慮したうえで実施するものとする。 

見積作成時には、必要な機器（ＡＰ、ルーター、ケーブル等）調達関連費用とＡＰ設置、配線作業等の工事

費用を分けて表示すること。  

 

参考品名(規格) 数量 単位 

ルーター（RTX1220） ３ 台 

無線ＬＡＮアクセスポイント（WAPM-AX8R） ２１ 台 

８ポート PoE HUB  ３ 台 

１６ポート PoE HUB １ 台 

ＬＡＮケーブル（Cat6A） １，２００ ｍ 

電源ケーブル ３０ ｍ 

 

６ 提出書類 

  ・業務開始前 着手届・作業計画書 

・業務完了後 完了届（施工写真を含む）、施設内配線図（ＡＰ設置箇所、ＬＡＮ配線、電源ケーブル等） 

       電波試験結果、調達機器等一覧（品名、型番等）、取扱説明書・保証書 

 

７ 特記事項 

（１） 使用機器は、全て新品を使用すること。 

（２） 契約締結後、速やかに文化センター指定管理者及び、千葉中央ツインビル２号館管理組合と協議を行

い、作業日程・作業時間等について調整を図ること。施設の利用状況により日中作業が不可能な場合は

夜間作業とする。 

（３） 業務を円滑に遂行するため、適正な人員を配置するとともに安全対策を十分に講じること。 

（４） 室内が汚損しないよう、適切な養生を行い、作業にあたっては騒音及び振動には十分注意すること。 

（５） 敷設ケーブルは、なるべく天井裏に設置すること。やむを得ず露出する場合はＰＦ管、モール等で保護

し、目立たないよう敷設すること。壁面の貫通工事が必要となる場合は本業務の範囲内で対応するこ



（案） 

 

と。 

（６） 敷設ケーブルの両端に接続先等をラベリングし、結束バンド、スパイラルチューブ等でまとめること。 

（７） 機器設置完了後、施設管理者が別途契約するプロバイダ情報を設定し、千葉市文化センターの担当者立

ち会いの元、正常に動作することを確認すること。 

（９）業務により生じた産業廃棄物等について、排出者として適正・適法に処理を行うとともに、その結果  

を発注者に報告すること。 

（１０）業務の履行にあたり、関係法令を順守し、本仕様書に定められた項目を確実に履行すること。 

（１１）現場の状況により、やむを得ず行う軽微な変更は、発注者と協議の上、請負金額の増減を伴わない範

囲で行うことが出来る。 

（１２）履行期間中に問題が生じた場合は、発注者の指示を仰ぐこと。また、本仕様書の内容に疑義が生じ

た場合は発注者と協議すること。 

（１３）この仕様書に定めのない事項は発注者と受注者で協議して決めること。 

 


